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あ い さ つ

一戸町教育委員会では、昭和 39 年に第１次一戸町教育振興基本計画を策定し

て以来、その時々の課題に対応するため、第９次にわたって計画を策定し、教育

行政の運営指針とし推進してきたところであります。

その間、当町の教育行政は、教育、文化、スポーツの全般にわたり、町民各位

の教育に寄せる熱意と関係者のたゆまぬ努力によって着実に進展してきており

ますが、一方では、時代の変遷とともに教育をとりまく環境も日々変化し、国際

化、少子・高齢化、価値観の多様化等々から、青少年の問題行動、家庭や地域の

教育力の低下や社会全体の規範意識の低下など教育をめぐる多くの課題が提起

されております。

このような社会情勢の中で、わが国の教育の普遍的な使命は、教育基本法の理

念・目的の実現のための、社会や時代の変化への対応です。教育振興基本計画は

予測困難な時代における教育の方向性を示す「羅針盤」となるものであり、教育

は社会を牽引する駆動力の中核を担う営みと示しております。

一戸町におきましても町長と教育委員会からなる｢一戸町総合教育会議｣が開

催され、町長が策定することとされている｢教育に関する大綱｣についても総合

教育会議の場で協議し「一戸町教育大綱」を策定しております。大綱の策定に当

たっては、町の最上位計画として令和５年３月に策定された｢一戸町総合計画後

期基本計画｣の教育部門を同意義と捉え、これを町の大綱として位置付けしてお

ります。

一方、町の教育振興基本計画は第９次計画が令和４年度をもって終了してい

ることから、これに続く第 10 次計画を早急に策定する必要がありますが、本計

画は当然のこととして町の教育大綱に即して計画されるべきとの考えから、こ

れを柱に必要な具体性を加えたものを当町の次期計画とするものであります。

令和５年度から４年間にわたる本計画は、当町における教育行政の基本的方

向性を明らかにし、その実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するとと

もに、当町教育の一層の振興を期して策定いたしました。

教育の振興は、行政のみならず教育関係者の善意と努力及び町民の皆様方の

深いご理解とご協力があって成しうるものであり、関係各位のご協力を切にお

願いし、あいさつといたします。

令和５年４月

一戸町教育委員会
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序章 計画の基調

第１ 計画策定の趣旨

第９次一戸町教育振興基本計画を策定した令和２年から既に３年が経過しま

した。この間、英語教育の改革、道徳教育の教科化、教育委員会制度の改革等、

教育に係る大きな制度変更が国から次々と示されました。

また、平成 27 年４月１日に改正となった地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律により、総合教育会議を設置するともに一戸町教育

大綱を策定したところです。

教育大綱の策定に当たっては、令和５年３月に策定された｢一戸町総合計画後

期基本計画｣の教育・文化・スポーツの施策分野を同意義と捉え、これを町の大

綱として位置付け、町長部局と教育委員会が一体となって町の教育振興に取り組

んでいくこととしました。

この教育大綱の具現化を図るため、教育振興基本計画の見直しを行い、第 10

次一戸町教育振興基本計画を策定するものです。

第２ 計画の性格

（1）中・長期的展望に立つ当町の教育に関する総合的振興計画であり、「一戸町

総合計画基本計画」及び同計画の教育部門で構成される「一戸町教育大綱」に

関する具体的な内容を定めるものです。

（2）町民及び町内の教育関係各機関に対してこの計画の基本方向や事業の推進

について理解と協力を求めるとともに、その実現に向かって積極的に取り組ん

でいくべき具体的内容を示すものです。

第３ 計画の期間

第９次一戸町教育振興基本計画の期間が、令和４年度を持って終了したことか

ら本計画期間は、令和５年度から令和８年度までの４カ年とするものです。

策定にあたっては、令和５年３月に策定された一戸町総合計画後期基本計画

（令和５年度～令和８年度）を基に策定した一戸町教育大綱の具現化を図るもの

です。

第４ 計画の構成

（1）本計画は「一戸町教育大綱」の基本的な施策である「教育振興基本計画」

です。

（2）「一戸町教育大綱」は、一戸町総合計画後期基本計画の教育・文化・スポー

ツの施策分野からなり、町民及び町の教育関係者の共通の目標となるものです。

（3）「教育振興基本計画」は、生涯学習、学校教育、青少年、生涯スポーツ、世

界遺産、歴史文化の各領域の基本的計画の方向性を明らかにするものです。
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第５ 計画の骨子

（1）教育振興の基本方向

平成 27 年４月１日に改正となった地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律に基づき、教育の政治的中立性・継続性・安定性

を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の

構築、町長との連携強化を図りながら、教育の質の向上と町民の期待に応え

る教育行政の推進に向け取り組んでいく必要があります。そのためには、一

戸町教育行政の現状及び課題を踏まえ、より良い教育の実現に向けて、学校・

家庭・地域・行政が一体になり、町全体で取り組むことが大切です。また、

社会構造の変化に伴い、町民の価値観も多様化してきている中、教育のあり

方についても改めて検証し、議論を進めていくことが大切です。一戸町総合

計画に掲げる「将来を担う人材を育むまちづくり」の推進に向け、町長部局

と教育委員会が一体となって取り組むとともに、児童生徒と保護者の目線に

立って教育のあり方を考え、地域全体が参加し、一戸町の明るい未来への人

づくりを推進していくことが求められています。

（2）社会的背景

近年、少子化等に伴う人口減少の進行は全国的な傾向となっており、国際

的にはグローバル化や高度情報化が急速に進行してきており、当町を取り巻

く社会の情勢は大きく変化してきています。

また、地域社会においては、高齢化の進行、生活に対する意識や価値観の

多様化、人間関係の希薄化が懸念されており、各種団体や地域、家庭での主

体的な社会参加や学習活動等を通じた地域コミュニティの構築が期待されて

います。

人口減少、グローバル化や高度情報化など社会が急速に変化する中で、将

来を担う子どもたちに、道徳心や他人を思いやる心など豊かな人間性を育む

とともに、様々な環境の変化に十分対応できる力を身に付け、広い視野を持

って社会の発展に貢献できる人材を育成することが期待されています。

（3）主要課題

一戸町における主要教育課題は次のとおりです。

① 社会・経済情勢に柔軟に対応できる人間の育成

未来に向けた町づくりには、社会の変化に柔軟に対応できる、たくましく

創造性に富んだ人材を育成していくことが求められています。

このため、生涯にわたって主体的に学習し、自己を高め、充実した人生を

送ることを基本とする教育目標を掲げ、その具現化に努めることが必要です。



- 3 -

② 生涯学習推進体制の充実

すべての人々が生涯を通じて主体的に学習し、その成果を発揮することで、

自己を高めながら充実した人生が送れるような社会となることが期待されて

います。

こうした中で、各施設間での事業調整を図りながら円滑な事業が推進され

る体制を確立するとともに、関係機関の連携協力により多様化する学習ニー

ズに応えるための取組が望まれます。

③ 次代を担う心豊かでたくましい幼児・児童・生徒の育成

子どもたちが生涯学習時代の担い手として、豊かな心を持ち、たくましく

主体的に生きる人間として成長するために、学校教育の果たすべき役割は極

めて大きなものがあります。そのためには、時代の要請である「生きる力」

をベースとした「生き抜く力」が真に身につく教育を推進するとともに、学

校施設の整備拡充や学校設備の長寿命化に向けた計画的な維持管理を図る総

合的な教育施策が必要です。

④ 町民の健康を保持・増進していく体制の整備拡充

長寿命化社会を迎え、生涯にわたり心身ともに健康で安全な生活を営む習

慣や能力を身につけることが重要となってきています。

そこで、人的・物的な条件整備を充実させ、町民の健康に対するニーズに

対応できる体制を整備拡充していくことが求められています。

⑤ 町民参加による文化活動の展開

文化は町の個性や独自性を生み出す重要な要素であり、それらを生かした

個性豊かな町づくりが求められています。

そこで、芸術・文化の拠点を中心に町民の文化意識を高めていくとともに、

一戸町固有の文化遺産や歴史的風土を生かしながら、歴史と文化の香り高い

町づくりを進めていくことが望まれています。

（4）施策の基本方向

教育振興の基本方向及び主要課題を踏まえ、施策の基本方向は次のとおり

です。

① 生涯学習社会の構築

生涯の各時期において学習が展開されるためには、町民一人ひとりが学習

意欲を喚起することと、そのニ－ズに対応した多様な学習機会が用意されて

いることが必要です。

そのためには、広く学習意欲を啓発し、各年代・各層の学習活動を支援す

るとともに、学習環境の整備並びに指導者の充実、学習の成果を生かせる場

と機会の充実に努めます。
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② 学校教育の充実

子どもたちの「生きる力」、「生き抜く力」を育むため、「一の教育」を土台

に「５つの力（読む、聞く、書く、話す、考える）」の向上と「知・徳・体」

の調和のとれた育成と時勢の要求に応えた教育活動に努め、「確かな学力」、

「豊かな心」、「健やかな体」を持つ子どもの教育が望まれています。

そのためには、今までの「学校・家庭・地域」の横連携に加え、「保・小・

中学校教育」の縦連携を大切にした教育内容を充実させるとともに、教員の

指導力の向上を図らなければなりません。また、将来を担う人材を育成する

には、各学校の地域の特徴を生かした特色ある学校づくりを推進しながら、

「ふるさと学習」並びに｢SDGｓ学習」を柱とした「いちのへ御所野縄文学」

の推進と、保育施設と小学校の連携を重視した取り組みが必要です。特にも、

幼児教育推進モデル事業の推進のため、幼児教育アドバイザーの配置と活用

を図ります。

このように、学校教育の教育内容や教育の方法の充実を図りつつ、学校再

編の適正な配置を検討し、施設・設備の充実を図ることが望まれます。

③ 青少年の健全育成

地域全体で子どもたちを育む環境づくりを推進するため、家庭、地域、学

校との連携を図りながら、さまざまな体験・交流活動を提供していくととも

に、子どもたちの活動を支援する指導者等の発掘・養成に努めます。

④ スポーツの推進

誰もが生涯にわたりスポーツを体験できる機会の充実を図るため、関係団

体や地域との連携をとりながら、健康作り教室や各種スポーツ大会等の実施

及び支援を行い、日常的に体を動かす習慣が定着するよう努めます。

⑤ 世界遺産【御所野遺跡】を守り伝えるまちづくりの推進

御所野遺跡の文化的価値の理解を促進し、遺跡を次代に繋ぐ人材の確保と

育成、保存活用意識の高揚に務め、そして、世界遺産を通じた新たな交流・

産業の創出を目指します。

⑥ 歴史文化の継承と創造

地域に受け継がれてきた歴史や文化を将来につなげていくため、文化財の

保護と普及啓発に努めるとともに、地域資源として活用することで町民の郷

土に対する愛着心の醸成を図ります。

また、町民が生涯を通じて広く芸術文化に親しめるよう、NPO と連携を図

りながら芸術鑑賞などの機会を提供するとともに、町民の主体的な芸術文化

活動の支援に努めます。
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第１章 生涯学習社会の構築

第１節 多彩で特色ある学習プログラムの整備

各世代における学習ニーズの的確な把握、社会教育講座・教室の充実を核とし多彩

で特色ある学習プログラムの整備を推進します。

・町民セミナーにおいて、全国的に話題となっている時事・社会問題・環境問題等の

現代的課題をはじめ、身近な一戸町の自然・文化・産業等の町の特性など、多くの

住民が関心を持って学べるテーマを取り上げます。

・各地区センターを中心に、芸術文化・趣味教養等の社会教育講座や体験教室など、

多くの方が気軽に参加できるような活動を企画します。

第２節 地域における自主的学習の促進と学習団体などの育成

町内会や自治公民館活動等、地域における自主的な生涯学習活動を支援するために、

専門知識をもった人材を講師として派遣します。

・そよかぜ学級や移動公民館、町職員の派遣などにより、町内会や自治公民館活動等

の地域における自主的な生涯学習活動を支援します。

・社会教育関係団体の活動支援に努め、活動の活性化を図ります。

第３節 図書館の利用促進

教養、調査研究あるいはレクリエーション等における多様な町民のニーズに応える

ために、施設・職員・資料の三要素の充実のほか、レファレンスやリクエストなどの

サービス充実に努めます。

・指定管理者と連携を図り、地域課題解決や教養向上、郷土資料等に関する資料収集

と保存を図るとともに、レファレンスやリクエストなどのサービスの充実に努めま

す。

・高齢者や障害のある人への支援の充実を図ります。

・各機関や団体と連携した事業を実施し、図書館の利用促進に努めます。

・幼児期からの読書普及活動を推進するとともに、子どもの読書活動推進のため学校

図書館や読み聞かせグループ等との連携を図ります。
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第２章 学校教育の充実

第１節 小・中学校の適正配置と学校施設・設備の整備充実

小学校、中学校をはじめとする学校教育施設については、子どもが利用しやすく、

安心、安全に学習できるよう、学校施設の計画的な改築及び改修を進めるとともに老

朽化施設の処分に努めます。

⑴ 小・中学校の適正配置について検討を行います。

・一戸町学校統合計画に定めた児童生徒数の基準を目安にすると共に、文部科学

省から示された「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」

を参考にしながら、保護者や地域の合意により統廃合の検討を行います。

⑵ 小・中学校の各学校施設・設備の整備充実を図ります。

（学校教育機関の施設・設備の計画的な整備充実）

・平成 30 年度に策定した「学校施設等長寿命化計画」により、老朽化施設の整備

に努め長寿命化を図るとともに、改築も検討します。

・計画外の学校等営繕については、重要度・緊急度により優先順位を付けて、計

画的に対応します。

・令和元年度に策定した廃校処分計画により、老朽化施設の処分に努めます。

（教育用ＩＣＴ環境の充実）

・タブレット端末、大型提示装置を整備したことからオンライン環境等での活用

を進めます。

（学習資料の整備充実）

・一戸町や町内各地域に関する資料を整備し、「総合的な学習の時間」の推進に備

えます。

⑶ 新しい教育内容に即した教材・教具の整備充実を図ります。

・教育機器、事務機器の充実をはじめ、児童生徒の資質・能力の育成に向けて、

教材・教具・設備の充実を図ります。

第２節 教育内容の充実

⑴ 就学前の幼児や小学校低学年児童の生活習慣の定着を図るため、保育施設･小学

校･保護者と連携して家庭における幼児教育の充実を促進します。
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・保育施設においては、情緒の安定を図りながら遊びや生活経験の環境を整え、

人間形成の基礎を培います。

・「一の教育」研修事業により、町内の保育施設、小学校教員による授業参観や交

流・懇談を通して、幼少教育の望ましいあり方等について研修を深めるととも

に、相互の連携を図り一貫性を強化することにより、就学前教育及び小学校教

育の振興充実を図ります。

・就学前教育については、自立心、協調性といった幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿の「10 項目」を手がかりに、アプローチカリキュラムの作成を進め、

小学校ではそれまでの育ちを教育課程の中でどのようにして学びにつなげるか

をまとめたスタートカリキュラムをよりよいものに改善していきます。

⑵ 小・中学校に対して学力向上支援員や学校支援員を配置し、基礎学力の定着及び

向上を図ります。また、学校と地域、保護者、教育委員会が連携し、学力向上を

軸にした教育を推進します。

・小学校においては教科全般、中学校においては英語・数学の学力向上のため、

必要な学校に学力向上支援員を配置します。

・学習面で遅れる児童生徒に対し、きめ細やかな指導を行い、学習内容の理解と

定着を図るため、学校支援員を配置します。

・自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育むために、地域の豊かな自然や

産業、歴史・文化的な資源を教育の対象としてとらえ、学習指導においては地

域の人材を活用するなど、専門性を生かした指導の充実を図ります。

・地域社会の人材、施設、環境などを教育活動へ積極的に活用するとともに、児

童生徒及び教職員がもっている力を地域社会の活動や行事に積極的に生かすな

ど、学校と地域社会が連携して開かれた学校づくりをめざすように支援や指

導・助言をします。

・中学生全学年の希望者を対象とした土曜学習、中学２年生の希望者を対象とし

た英語検定や漢字検定の検定料の補助を令和５年度から小学生まで対象を拡大

して実施するほか、ＡＬＴの保育施設や小中学校への派遣に加え学童クラブへ

の派遣も継続します。

⑶ ＩＣＴを活用した教育や国際理解教育、環境教育など、社会の変化に対応した教

育の充実を図ります。

・タブレット端末によりＩＣＴに親しませるとともに、教科学習、クラブ活動及

び情報リテラシー教育等を有効に進める手段として活用の拡大を図ります。
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・「総合的な学習の時間」のあり方について研修を深めるとともに、国際理解教育、

環境教育等については各教科の横断的な学習を推進するよう指導・助言にあた

ります。また、外国語指導助手の派遣や資料の整備等の支援体制を充実させま

す。

・国際理解教育の一環として中高生海外派遣事業を継続するとともに、中学１年

生の希望者を対象とした英語キャンプを今後も継続して実施します。

⑷ 体験学習や郷土学習、福祉教育、道徳教育など、郷土愛やおもいやりの心を育て

る教育の充実を図ります。

・学校が企画する体験的な学習、郷土の学習、文化財の伝承活動、ボランティア

活動等の諸活動が、それぞれの地域の諸団体と連携していけるように、人的支

援、財政的支援等の体制を整備します。

・体験活動等を取り入れた実践的な道徳教育を推進し、学校が地域社会と一体と

なって道徳性の涵養が図られるよう条件整備に努めます。

・平成28年度に立ち上げた「いちのへ御所野縄文学」について、全ての小中学校

で取り組むこととし、この縄文文化が一戸にあったことから、ふるさと「いちの

へ」を見直し、誇りに思う子どもを育てます。さらに、縄文人の生き方から自ら

の生き方を考えるＥＳＤ教育（持続可能な社会づくりの担い手を育む教育）によ

り、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、気候変動、生

物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発活動に起因する現代社

会における様々な問題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、身近なところ

から取り組むことで、それらの問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変

容をもたらし、もって持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・

教育活動を推進します。

⑸ 健康教育の充実、実践力の養成、個々に応じた基礎体力や運動能力の向上、学校

安全に向けた取り組みを推進します。

・全ての教育課程における健康教育の推進と、生涯にわたり健康づくりを主体的

に考え、実践する児童生徒の育成のために、全職員を対象にした多様な研修を

計画的に実施します。

・児童生徒の健康課題と健康教育推進上の課題の把握及び健康教育推進の基礎と

するために、定期的な実態調査を実施します。

・健康教育の推進に資するため、一戸町学校保健会との共催により、毎年、「学校

保健研究大会」を開催します。
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・肥満解消の取り組みとして、県が実施する「希望郷いわて 元気・体力アップ

60（ロクマル）プラスプロジェクト」を推進します。

⑹ 中学校・高等学校と企業、行政が連携し、早い時期から仕事への意識を高め、即

戦力につながるインターンシップ制度を導入するとともに、将来を見据え踏み出

す中・高生の取り組みを応援します。

⑺ 青少年の健全育成を推進するため、読書活動を充実させ豊かな心の醸成を図りま

す。また、地域や保護者と連携し子どもを取り巻く環境の整備を総合的に推進し

ます。

・学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員による学校

図書館の利用の一層の促進と学力向上に資するため、文部科学省から示された

方針に沿って「学校司書」の配置を継続します。

・読書の動機づけを図るため、小中学校の新入生を対象とした図書贈呈事業を継

続します。

・子どもの「生きる力」を育むために、子どもが言葉に触れ、言葉を学び、感性

を磨き、言葉や文字による表現力を高め、創造力を豊かにする活動を進めます。

・児童生徒の主体的な学習活動を支援するために、町立図書館と利用指導などの

連携を図ります。

第３節 学校、家庭、地域の連携で総合的な教育の推進と開かれた学校づくり

地域にとって子どもは、地域の未来を担うかけがえのない存在であり、教育は学校、

家庭や地域ぐるみで営むものであるとの意識を啓発するとともに、学校、家庭、地域

の関係団体との連携強化を進め、総合的な教育の推進に努めます。

⑴ 家庭や地域社会との連携を強化し、学校を中心とした家庭や地域社会の育成力の

向上を図ります。

・教育振興運動において、学校、保護者、地域、行政などの連携を強化し、一層

青少年の健全育成に努めます。

・自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育むために、地域の豊かな自然や

産業、歴史・文化的な資源を教育の対象としてとらえ、学習指導においては地

域の人材を活用するなど、専門性を生かした指導の充実を図ります。

⑵ 教育相談員の設置により、家庭や地域社会と一体となった適切な相談や指導に努

め、問題の解消と防止を図ります。
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・各校における教育相談体制の充実のために、専門的な立場で指導・助言を行う

スクールカウンセラーを中学校に配置するとともに、必要に応じスクールソー

シャルワーカーによる支援も行い、当町の児童生徒が心豊かで安全に楽しく学

習していけるよう努めます。

⑶ 地域に密着した開かれた学校づくりを推進します。

・教育方針や教育活動について、学校評議員や地域の方から広く意見を聞くこと

により、地域や社会に開かれた学校づくりを推進し、信頼される学校を目指し

ます。

・学校参観日「みんなで学校にいこう」を実施し、各学校で発行している「学校

便り」を各地域に回覧し、学校経営について地域住民の理解と協力を得られる

環境づくりを進めます。

・地域社会の人材、施設、環境などを教育活動へ積極的に活用するとともに、児

童生徒及び教職員がもっている力を地域社会の活動や行事に積極的に生かすな

ど、学校と地域社会が連携して開かれた学校づくりをめざすように支援や指

導・助言をします。

・学校が地域社会におけるその役割を適切に果たすために、体育施設だけでなく、

余裕教室や特別教室等の学校施設を地域の人々の学習の場として提供するため

の体制の充実を図ります。

・令和５度年４月から、地域住民と保護者が学校運営に取り組む「コミュニティ・

スクール」を全学校で実施している。各学校における充実化を図っていく。

第４節 特別支援教育の充実

⑴ 心身障がい児の障がいの程度に応じた適正な特別支援教育を推進します。

・さまざまな実態に即した適切な就学指導の推進を図るとともに、個別の指導計

画を作成するなど特別支援教育の充実を図ります。また、障がいについての正

しい理解や障がいのある人々に対する共生の意識を培うための指導や啓発を図

ります。

・県教委が作成した引継ぎシートの活用により、特別に支援が必要な子どもに対

しての相談、支援を早期から始め、その内容や学校等での支援の記録について

確実に次の校種へ引き継ぎます。

・県立みたけ支援学校奥中山校や児童福祉関係機関と連携を密にし、各学校の特

別支援教育の支援体制を充実させます。
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⑵ 県立病院との委託契約による適切な検査を行います。

・令和４年度から実施している個別検査業務委託契約を継続して行い、公認心理

士の方から個別に検査をして医学的な知見をいただく事で子どもに対しより適

切な支援をすることのできる体制を構築します。

第５節 学校給食の充実

安全でおいしい給食を提供するため、施設の維持や必要な設備の更新を行います。

また、衛生管理を徹底するとともに、食育活動を推進します。

（食育の推進）

・栄養教諭等による、児童・生徒及び保護者を対象とした食に関する指導を充実

します。

・学校における食に関する学習の場を設け、食の重要性に関して児童・生徒や保

護者の理解を深めるように努めます。

（学校給食の地産地消の推進）

・より多くの地元農畜産物の活用を図り、安全でおいしい給食の確立を図るとと

もに、学校給食を通して児童・生徒が地産地消についての学びの場となるよう

努めます。

（食物アレルギーへの対応）

・食物アレルギーを持つ児童・生徒には、文部科学省・岩手県教育委員会・一戸

町教育委員会のアレルギー疾患対応指針を基本に児童・生徒の安全を最優先し、

代替食品や除去食等による対応を行ないます。

（衛生管理の徹底）

・職員だけではなく、民間委託先の調理員等も、県などが行うの研修会等への参

加の受講を促し、知識・技術の向上に努めます。

・民間委託により、ＨＡＣＣＰ（危険分析・重要管理点）の管理手法による衛生

管理の徹底を図ります。

（センター施設の持続可能な運営）

・平成 13 年度に整備された調理機等の更新が引き続き必要であることから、更新

計画に基づいた設備更新を継続し、安全で安心なおいしい給食を提供できるよ

う努めます。
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第６節 教育に関わる経済的負担の軽減、就学援助・通学対策の充実

ほとんどの子どもが義務教育終了後に高等学校に進学し、その後も大学や専門学校

に進学する割合も高くなってきたことから、親の経済的負担を減らし、子どもが自ら

の意志と力で大学教育等を修了できるよう、多様なニーズに応える弾力的な奨学金制

度を町で検討するとともに、国、県に奨学金制度の拡充を要請します。

⑴ 経済的に就学困難な児童・生徒に対し、就学援助補助金や育英制度を活用して就

学を援助し、人材の育成・確保を図ります。

・町においては、既存の制度について見直しが必要かどうか検証するとともに、

町の総合戦略に掲げた、国や地域に大きく貢献する有望な人材に対する新たな

奨学金制度の設立について検討します。

⑵ 公共交通を利用した通学への支援や最適な交通手段の確保など、総合的な通学対

策の推進を図ります。

・スクールバス以外で、路線バス又は徒歩等により通学している児童生徒に対し

て通学費（定期券等）を支給します。

・公共交通機関が無い、あるいは利便性が悪く乗車人員が少ない場合はタクシー

等の利用も検討します。

第７節 教職員の資質の向上

教職員の研修や研究活動を奨励・支援し、その成果が学校現場に還元されるよう促

します。

（「生きる力」を育む教育の研究と実践）

・「生きる力」を育む教育を展開するために、体験的な学習を重視した教育活動を

工夫し、学習指導法や指導形態などの授業改善を行うための研修の充実を図り

ます。

（学校の実態を生かした教育の充実）

・学校の規模や児童生徒数などの実態に即した教育内容や指導方法を工夫し、児

童生徒が主体的に学習できるようにします。

・学校の規模に応じたそれぞれのよさを学習指導法に生かし、児童生徒に基礎的

基本的な内容が定着できるように工夫・改善を図ります。

（教員研修の充実）

・人間の成長発達や人間形成に関する共通理解を深め、指導の継承と一貫性をふ
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まえた教育を推進するために、保育施設と小学校、小学校と中学校、中学校と

高等学校など、各校種間の連携を密にした研修を充実させます。

・研究指定による学校公開研究会と町教育研究会との連動を図るなど研修の機会

と場の見直しを進め、体系的で実のある研修を推進します。

・その他各種センター事業により、教員の指導力の育成を図り、一戸町の教育水

準の向上に資するようにします。

第８節 県立学校との連携強化と学びの分野の拡充

県立一戸高等学校及び県立盛岡みたけ支援学校奥中山校との連携を強化し、地域社

会との交流活動の一層の活発化を図ります。

・奥中山小学校及び奥中山中学校では、みたけ支援学校奥中山校と合同で運動会、

体育祭、学習発表会、文化祭を開催し交流を図っており今後も継続します。

・一戸高校については、中高生海外派遣事業に参加してもらっており今後も継続

します。

第９節 いじめ、不登校等への対応の充実

いじめや不登校など、多様化、複雑化する子どもの問題行動に対応するため、家庭、

地域、関係機関との連携協力のもと実態把握や解決支援にあたります。

また、思春期の心の動きは繊細であり、すべての子どもが環境の変化によっては問

題行動を取る可能性があるところから、教育委員会では、スクールカウンセラーの配

置や福祉部と連携した支援会議を実施するなど、子ども一人ひとりの心の問題に対応

する指導体制を強化するとともに、このような問題が発生した時には、該当校への電

話や面談、必要に応じて家庭訪問により、実態把握し問題の早期解決に努めます。

・「いじめ防止基本方針」のもと設置した「いじめ対策連絡協議会」の開催により、

いじめの未然防止や早期発見に努めます。

・児童生徒の健全育成のため、「学校警察連絡協議会」を開催し、町内の小・中学

校・高等学校が生徒指導について相互に綿密な連携を図るとともに、関係諸機

関等と連携を密にし、生徒指導の充実に資するようにします。

・全児童生徒を対象とした生活アンケートや小学校４年生以上の児童生徒を対象

とした「学級生活満足度調査（Ｑ－Ｕ）」を年２回実施し、問題がある場合は迅

速に対応します。
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第３章 青少年の健全育成

第１節 活動支援の人材養成

地域の指導者や青少年団体のリーダー、ボランティア活動のリーダーの発掘・養成

を図ります。

・地域で活躍する中高校生の養成に向けて、県主催のいわて希望塾や県子連主催のジ

ュニアリーダー大会等への参加を促すとともに、それらの参加者同士の交流や、子

どもを対象とした行事に関わる機会を設けることで、活動の魅力等の周知に努めま

す。

第２節 子ども行事の活性化

地域の連帯意識を育て、学年が異なる子どもが校外における様々な遊びを通じ、健

やかに成長することを目的に、多くの子どもたちが参加しやすい行事のあり方を検討

します。

・各種団体と連携を図りながら、子どもたちが参加しやすい行事の開催に努めます。

・放課後子ども教室を開設し、放課後等の子どもたちの安全・安心な居場所づくりに

努めるとともに、さまざまな体験活動や地域住民との交流活動を推進します。

第３節 健全な社会環境づくりの推進

青少年の健全な育成に向けた各種の活動を地域ぐるみで推進できるよう取り組み

ます。

・５者（子ども、学校、家庭、地域、行政）が連携して取り組んできた教育振興運動

の取り組みを進め、地域全体で子どもを育む環境づくりに努めます。

・地域学校協働本部事業の実施により、地域と学校が一体となり地域課題・青少年の

育成・社会教育活動等に取組む「学校を核とした地域づくり」を支援します。

第４章 スポーツの推進

第１節 スポーツ団体の育成および指導者の確保

各種スポーツにおける団体の維持と競技力の向上のため、各種研修会等への参加を

支援しながら、若年層の競技継続を促します。

・スポーツ団体の指導者や審判員等の人材育成を図るための各種研修会への参加の奨

励や、優秀な成績者への一戸町スポーツ賞の授与により、特に若年層の競技継続を

促します。
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・町技であるなぎなたの普及や指導者確保を図るため、町主催大会の開催や、各種研

修会等への参加を支援します。

・競技力向上を図るために上位大会等への参加に対して支援します。

第２節 スポーツ・レクリエーション実践活動の促進

それぞれの志向やレベルに合わせた体力づくりによる町民の健康増進を図るため、

総合型地域スポーツクラブの活動や、NPO 等が主催する大会や教室等への参加を促進

します。

・総合型地域スポーツクラブや地区スポーツ振興会の活動、町内で開催される各種大

会や健康づくり教室等への参加を促進します。

・スポーツへの関心が低い層への動機付けとなる方策を検討します。

第３節 スポーツ交流の促進

スポーツを通じた町内外との交流活動の推進と、総合運動公園や武道場への大学高

校等の合宿誘致により、地元競技団体との交流と競技力向上を図ります。

・スポーツ合宿誘致に向けた相談会への参加やインターネット等を通して、大学や実

業団への情報発信に努めます。

・障がい者スポーツへの協力を進め、スポーツ交流を推進します。

第４節 スポーツ施設の整備

総合運動公園や武道場等の体育施設の適切な維持管理を進め、競技技術の向上に寄

与する環境づくりを行います。

・総合運動公園等の体育施設の大規模修繕の必要が生じている施設について、優先順

位に則って計画的に改修を進めて行きます。

・総合運動公園施設の管理運営を指定管理者が行うことで、利用者へのサービス向上

を図ります。
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第５章 世界遺産「御所野遺跡」を守り伝えるまちづくりの推進

第１節 次代への継承

⑴ 構成資産及び緩衝地帯を保全するため、北海道･北東北の縄文遺跡群包括的保存

管理計画に基づき、４道県 13 市町と連携して経過観察を行います。

・構成資産範囲、緩衝地帯及び緩衝地帯の近辺で行われる開発行為等を確認し、

遺産の普遍的価値に及ぶ影響の評価を行います。

⑵ 遺産周辺の景観を守りその魅力を一層高めるため、一戸町景観計画に基づく景

観形成を進めるとともに、縄文時代の景観復元を目的とした「縄文里山づくり」

を推進します。

・世界文化遺産景観形成支援事業補助金により緩衝地帯における建築物の修景を

図ります。

・縄文里山づくり事業により公園内に利用可能な植物の植栽や育成を行い、縄文

時代の景観形成を進めます。

⑶ 御所野遺跡を将来へ守り伝えていくために、地域住民や児童生徒、ボランティ

アなど多様な担い手の参加による保存管理を進めます。

・御所野遺跡に関わるボランティア団体の活動を支援します。

・御所野縄文公園クリーンデーなど一般の方が参加しやすいボランティア活動の

機会を提供し、町内外の方々の参画を促します。

第２節 世界遺産としての価値の理解促進

⑴ 大学や研究機関等と連携して調査研究を進め、その成果を広く情報発信します。

・所蔵資料の調査を進めるとともに、研究機関の実施する縄文時代の植物利用な

どの各種研究に協力し、縄文文化の探求を行います。

・調査成果発表会を開催し、御所野遺跡や町内の文化財に関する調査研究の成果

を報告します。

⑵ 学校教育や生涯学習を通じて御所野遺跡の価値を伝え、郷土に対する誇りを育

みます。

・町内小中学校におけるいちのへ御所野縄文学や地区センター主催町民セミナー

等において、御所野遺跡の価値を伝えます。

⑶ 遺跡の景観に配慮しつつその価値を入館者等へ分かりやすく伝えるために、ボ

ランティアガイドを養成するとともにＩＣＴ技術を活用した遺跡ガイドアプリを

活用します。

・来訪者への説明を行う人材を育てるため、ボランティアガイド養成講座を開催

します。
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・遺跡ガイドアプリを活用し、多言語での情報提供を行います。

⑷ 御所野遺跡及び縄文文化について多様な側面からの理解促進を図るため、御所

野縄文公園において各種体験学習やイベントを開催します。

・「まるっと里山プログラム」や「ごしょの de 学びプログラム」など多様な体験

プログラムを提供します。

第３節 新たな交流・産業の創出

⑴ 縄文遺跡群を構成する 13 市町との交流を深めるとともに、県内三つの世界遺産

や県北広域振興圏市町村との交流連携を進めます。

・岩手県を中心に県内三つの世界遺産で連携して共同事業を実施します。

・県北広域振興局と連携して、御所野縄文 WEEK やスタンプラリーなどの事業を実

施します。

⑵ 御所野遺跡に興味を持つ人又は関わろうとする人を増やすため、ＳＮＳを活用

した交流を推進します。

・SNS を活用し、御所野縄文公園の風景やイベントなどの情報を随時発信します。

⑶ 新たな産業創出のため、民間事業者による世界遺産を活用した取組を支援しま

す。

・民間事業者による御所野縄文公園の活用を推進します。

・商品開発や町のにぎわい創出のため、ごしょどん・ごしょたんのデザイン使用

及び着ぐるみの貸出を行います。
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第６章 歴史文化の継承と創造

第１節 文化財の調査・保護

⑴ 町内の貴重な文化財を守り伝えるため、指定文化財の保護、未指定文化財の調

査を行い、必要に応じて指定します。

・未指定文化財の調査を進めます。

・開発行為等に際しては、埋蔵文化財の有無を確認し必要に応じて調査を行いま

す。

⑵ 地域特有の歴史文化の伝承のため、関連する文化財群の一体的な保存管理に取

り組みます。

・文化財保存活用地域計画の策定に向けて情報収集を進めます。

⑶ 無形民俗文化財の伝承及び後継者育成のために、伝承活動の支援と発表の機会

のさらなる創出を行います。

・各団体の活動を支援するため、一戸町無形民俗文化財保存事業により補助金を

交付します。

・一戸町郷土芸能保存協議会と共同で一戸町郷土芸能祭や神楽公開を開催するほ

か、他団体主催の催しに町の郷土芸能団体を推薦し、発表の機会を創出します。

第２節 重要文化財旧朴舘家住宅の保存修理とまちづくり

⑴ 築 160 年を経過した「旧朴舘家住宅」を将来にわたり継承するため、建築年代

の調査等と合わせて根本修理を実施します。

・早急に老朽化対策を実施するため、国庫補助事業採択を目指します。

・修理にあたって必要な事項を検討するため、建築学の専門家等で構成する旧朴

舘家住宅保存修理委員会を開催します。

⑵ 「旧朴舘家住宅」を活用したまちづくりへ繋げるために、地域住民等との連携

を図り、活用策を検討します。

・朴舘家住宅保存会や地元町内会と連携し維持管理を行うとともに、新たな活用

策等の意見交換を行います。

第３節 文化財愛護の機運向上

郷土の歴史に対する理解と文化財愛護の機運を高めるために、調査成果の報告や講

演会の開催など歴史文化に触れる機会を提供するとともに、地域の文化財を保護する

ための活動を奨励します。

・広報誌やホームページを活用し、広く歴史文化に触れる機会を創出します。
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・町内各地区の遺跡や文化財を紹介する企画展を開催します。

・文化財の保護や活用を目的とした地域活動を支援します。

第４節 芸術文化の振興

各芸術文化活動団体の指導者の確保や育成を支援するために、各種研修会等への参

加を促します。

ＮＰＯと連携し、芸術文化の場として施設の利用促進を図りながら、多様な芸術文

化に接する機会を提供するとともに、各団体の自主的な発表会などの活動を促進しま

す。

・各団体の自主的な発表の機会を支援するほか、活動内容の周知により会員確保への

取組を支援します。

・町出身芸術家の作品展や、コミュニティセンターロビー等を活用した定期的な作品

展を行うほか、町内の学校や各施設へ出向いて行う事業も積極的に取り入れ、芸術

文化に接する機会拡充に努めます。

・指定管理者によるコミュニティセンター・図書館の管理運営を行ない、施設の利用

促進を図ります。
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第７章 第 10 次一戸町教育振興基本計画 主要事業計画

事 業 名 事 業 概 要 備 考

いちのへ町民セミナー 各地区センター等において、多様な学習プ

ログラムの提供

第１章１節

コミュニティセンター・図

書館指定管理

施設の管理運営及び読書推進事業・芸術文

化事業の委託

第１章第３節

学校図書館との連携による子どもの読書活

動の推進

第２章第２節

学校施設等改築・改修事業 鳥海小学校屋根等改修工事設計業務委託 第２章第１節

鳥海小学校屋根等改修工事 第２章第１節

廃校処分事業 旧姉帯小学校解体工事 第２章第１節

旧平糠小中学校解体工事 第２章第１節

小中学校教材整備事業 小中学校の教材整備促進事業 第２章第１節

小中学校理科設備整備事業 小中学校の理科設備整備事業 第２章第１節

学力向上推進事業 小中学校の学力向上の推進 第２章第２節

教育相談 児童生徒に関する教育相談 第２章第３節

就学援助事業 就学に困難をきたす児童生徒の支援事業 第２章第６節

遠距離通学費補助事業 児童生徒の遠距離通学に対する支援 第２章第６節

青少年対策事業 リーダー養成のための研修会派遣等 第３章第１節

放課後子ども教室 放課後の安心安全に過ごせる場所の確保 第３章第２節

地域学校協働本部事業 学校と地域住民の連携協働による教育活動

等の実施

第３章第３節

各種大会開催事業 各種スポーツ大会の開催 第４章第２節

総合運動公園指定管理 体力づくり教室等の委託

施設の管理運営

第４章第２節

第４章第４節

御所野遺跡保存整備事業 御所野遺跡の史跡公園整備 第５章第３節

町内遺跡発掘調査事業 文化財の発掘調査・保存 第６章第１節

旧朴舘家住宅保存修理事業 旧朴舘家住宅の保存修理 第６章第２節

埋蔵文化財活用事業 埋蔵文化財の活用・整理 第６章第４節
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